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事 業 主 様 

担 当 者 様 

 

西日本パッケージング健康保険組合 

 

 

限度額適用認定証等の性別欄の削除について 

 

平素より、当健康保険組合の事業運営に、ご理解とご協力を頂きましてお礼申し上げます。 

さて、厚生労働省保険局長通知（令和４年３月３１日付け保発 0331 第４号）「健康保険法

施行規則等の一部を改正する省令の公布について」があり、同日付けで公布・施行され、下

記理由により健康保険の各種証様式について、性別欄を削除することとなりました。 

これを踏まえ、当健康保険組合では、令和４年４月１５日発行分から「健康保険限度額適

用認定証」等は、性別を印字しておりません。 

また、当健康保険組合で使用する適用関係の届書について、性別欄を削除したものを、ホ

ームページに掲載しておりますので、お手元の旧様式の届書または PDF 等で保管されておら

れる場合は、早期に差し替えていただきますようお願いします。 

 

記 

 

１ 性別欄を削除することとなった理由 

「令和３年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和３年 12 月 21 日閣議決定）に

基づき、多様な性的指向及び性自認に配慮する観点から、国民健康保険の特定疾病療養

受療証、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証について、保険医療

機関等の窓口で被保険者証に添えて提出する証であり、被保険者の性別は被保険者証で

確認できることから、国民健康保険法施行規則を改正し、性別欄を削除することとなっ

た。 

これらを踏まえ、健康保険及び船員保険の各種証等についても、同様の趣旨から、被保

険者証等により被保険者または被扶養者の性別の確認ができる証等については、改正省

令により性別欄を削除することとした。 

（厚生労働省保険局保険課（令和４年３月３１日付け事務連絡）「高齢受給者証等に係

る性別欄に関するＱ＆Ａの送付について」から抜粋） 

 



２ 性別欄を削除した「証」 

① 健康保険高齢受給者証 
② 健康保険特定疾病療養受療証 
③ 健康保険限度額適用認定証 
④ 健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証 
 

３ 性別欄を削除した「届書」 

① 健康保険 限度額適用認定申請書 
② 健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定申請書 
③ 健康保険 被保険者証再交付申請書 
④ 健康保険 被保険者・被扶養者 住所変更届 
⑤ 個人番号（マイナンバー） 登録・変更届 

 

４ 旧様式の「証」について 

そのまま利用できますので、差し替えは行いません。 

 


